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医療機関インタビュー

2016年、国家戦略特区法の一部改正により、薬剤師による対面での服薬指導義務の特例が認められるようになりまし

た。今年に入り、福岡市、愛知県、兵庫県養父市の３地域が遠隔服薬指導の特区として政府の認定を受け、７月には中医協

で関連報酬の算定が了承されました。今回のインタビューでは、遠隔服薬指導の登録事業所の許可を取得し、全国で初め

て保険適用での遠隔服薬指導を実施した福岡市のきらり薬局名島店薬局長の原　敦子�氏に遠隔服薬指導に関するお話を

伺いました。

─遠隔服薬指導を開始するに至った背景

きらり薬局は、福岡市近郊を中

心に 23 店舗の調剤薬局を持ち、お

よそ 10 年前より 24 時間 365 日対

応の訪問服薬指導に力を入れてき

ました。名島店には約 250 名の在

宅医療受診の患者さんがいます。

今回、遠隔服薬指導の対象になっ

た患者さんは、福岡市東区にある

志賀島に住んでいて、１年以上前

から当薬局が訪問服薬指導をして

いた方です。志賀島は当薬局と同

じ東区にありますが非常に距離が

あります。在宅医療には 16 キロ

ルールというのがあり、16 キロを

超えると原則的には医療保険を使

えません。また、遠方の患者さん

宅１軒のためだけに訪問すること

は人員の確保など、店舗運営上非

常に困難なので、当初は、要望が

あったのですがお断りしていまし

た。しかし、担当しているケアマ

ネージャーさんから、「志賀島に大

変困っている人がいるから、訪問

してもらえないか」という相談が

遠隔服薬指導
� きらり薬局名島店

薬局長　原　敦子　氏
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ありました。どの薬局も志賀島ま

で在宅服薬指導に行っていなかっ

たため、在宅診療後であっても、

その患者さんは介護タクシーを利

用したり、ご家族の協力を得て薬

局に通われていたのです。そこで、

私たちは地域で在宅医療を受ける

高齢者が安心して暮らせる社会を

目指すという使命感から、この患

者さんへの在宅服薬指導を開始し

ました。

国家戦略特区は “世界で一番ビ

ジネスをしやすい環境” を作ること

を目的に全国で 10 区域あり、福岡

市もそのうちの１か所に指定され

ています（平成 29 年 10 月現在）。

特区では、医療、教育、農業など

計 11 分野で 86 の規制改革事項が

定められており、医療の中の１つ

として遠隔服薬指導の特例があり

ます。

図表１ 　規制改革メニュー（特区措置62、全国措置29）

出典：国家戦略特区ウェブサイト

福岡市は高齢者の方に住みやす

いまちづくりを念頭に置いていま

す。昨年、特区担当者から市の特

区事業の項目に遠隔服薬指導を含

めることを検討したいということ

で見学に来られました。私たち薬

剤師にとっても、志賀島まで月２

回訪問し、移動時間がかかること

は課題であり、遠隔服薬指導をす

ることで時間の効率化につながる

のであれば、前向きに検討したい

と考えました。結果、遠隔服薬指

導の第一号として国から認定を受

けることができました。志賀島の

ある患者さんがきっかけで、福岡

市の特区事業として遠隔服薬指導

が導入されたことになります。実

際始めてみて、困ったことも多々

ありますが、一歩踏み出すことで

得たことは数多くあると感じてい

ます。
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─遠隔服薬指導の実際（ルール、システム、医療機関との連携、配送等）

遠隔服薬指導を実施するには、

様々な条件があり、まず患者さん

がオンライン診療を受診した際の

処方箋に対するものであることが

大前提となります。そのオンライ

ン診療にもハードルがあり、生活

習慣病などの慢性疾患で６か月間

通院もしくは医師が往診していな

いと開始できません。また、オン

ライン診療・遠隔服薬指導を開始

した後も、システムの不具合など

で医師がオンライン診療をできな

かった際は遠隔服薬指導ができず、

結局、従来のように患者さんのと

ころに薬を持って訪問し説明をし

ました。現在、福岡市内ではオン

ライン診療はそれほど普及してい

ません。さらに、在宅でオンライ

ン診療を実施している医師はわず

かです。まずはオンライン診療の

実施数が増えない限り、遠隔服薬

指導も増えません。

昨年、福岡市医師会がオンライ

ン診療の試験的導入を検討した時

に採用したシステムがインテグリ

ティ・ヘルスケア社のYaDoc（ヤー

ドック）というシステムでした。

私たちの薬局と日ごろから連携し

ている、たろうクリニックが、そ

のシステムを使っていましたので、

遠隔服薬指導でもそのシステムを

使用することにしました。実際に

使ってみてオンラインならではの

不便さはほとんどないと実感して

います。映像もクリアに映ります

し、声の遅れもほとんどないので、

薬の説明や副作用の確認をするこ

とは対面と遜色ありません。対象

の患者さんはスマホを持ってなかっ

たので、実証実験中はインテグリ

ティ・ヘルスケア社が貸与してく

れています。実証実験が終われば、

レンタルという形になる予定です。

医療機関からスマホを貸し出した

りできないかという話もあったの

図表２ 　国家戦略特区での薬剤師による対面服薬指導義務の特例

出典：医薬品医療機器制度部会資料
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ですが、私たちから貸し出しをす

ると、患者さんを囲っているとい

うことにもなりかねないので、今

の形になりました。

在宅医療受診の患者さんについ

て、もともと薬剤師が月２回、薬

を持って訪問していたものが、月

１回が遠隔服薬指導となりました。

その１回はオンライン診療後にク

リニックから処方箋（特定処方箋）

を Fax で送信いただいて、調剤後

にその薬剤を一緒に見ながら遠隔

服薬指導を行った上で、薬剤師で

はないスタッフが薬をお届けして

いました。そしてこの10月からは、

その１回を医薬品卸のアトルさん

に配送してもらうことになりまし

た。自社で配送するより、委託し

たほうが薬局として人手の面から

も非常に助かります。

配送の委託先を検討した際に、

医薬品卸と宅配業者が候補として

あがり、それぞれの企業と相談し

ました。宅配業者も、お薬配送便

という新しい商品を作りたいとい

うことで前向きに検討していただ

きましたが、話を進めていく上で

最もネックになったのが、配送の

際の温度管理です。医薬品業界の

常温と宅配業者の常温が違うこと

が問題となりました。医薬品の常

温は 15 度から 25 度ですが、残念

ながら、通常の宅配業者の配送に

そのような概念がないため、夏の

暑い日などには配送途中で医薬品

の品質が保てなくなる可能性もあ

るため、現状の温度管理体制では

預けられないという判断をしまし

た。また行政から実証実験期間中

は、患者さんにお薬を渡した後に、

受け取ったことをテレビ電話で必

ず確認してくださいと言われてい

ます。宅配業者は、配送が終わっ

た時点で配送元に電話することは

ありませんので、これに対応して

いただくのは難しいと考えました。

一方、医薬品卸であるアトルさ

んは、志賀島に配送先はなかった

のですが、日ごろからその手前ま

での配送は行っており、少し寄り

道してルートの中に入れてもらう

ことができました。医薬品を専門

的に扱う卸ですので、温度管理に

全く問題なく、配送車にしても、

図表３ 　地域における薬剤師の在宅対応等の充実（イメージ）

出典：医薬品医療機器制度部会資料
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全てその仕様になっています。調

剤した薬とはいえ、毒薬や劇薬、

例えば向精神薬などを紛失したり

するリスクも考えると、普段から

薬を取り扱い、またお付き合いの

ある医薬品卸の方の方が安心感が

ありました。

配送費用に関しては、薬局が負

担するのは経営的に困難ですし、

患者さんを囲っていると思われる

可能性もあるので患者さんにご負

担いただいています。また、私た

ちが全て前例になってしまい、将

来的に他の薬局さんも負担せざる

を得ない状況になることも考えま

した。患者さんにとっては、在宅

服薬指導の時にはお薬代プラス介

護保険の居宅療養管理指導の１割

負担（507円）の負担でした。遠隔服

薬指導の場合は、お薬代プラス別途

配送料を支払ってもらっています。

─遠隔服薬指導のメリットと課題

在宅医療受診の患者さんの場合、

メリットは２つあります。１つは

訪問する薬剤師の時間を軽減でき

る点にあります。また、患者さんに

とっても指定した時間に遠隔服薬

指導を受けることができるのはメ

リットかと思います。通常の外来

の場合、患者さんは医療機関で待

つケースがほとんどかと思います。

訪問服薬指導の場合でも、事前に

訪問する時間は決めていますが時

間どおりにいかないときも多々あ

ります。在宅医療受診でない患者

さんの場合、そもそも薬局に出向

かなくて良いこともメリットにな

ります。

一方、課題ですが１つは患者さ

んの IT リテラシーの問題がありま

す。高齢者は一般的にスマートフォ

ンの操作に慣れておらず、ご自身

でパスワードを入力したり、アッ

プデートをすることが厳しいです。

今の患者さんに関しては私たちや

ご家族ができる限り操作をサポー

写真1：医薬品卸による配送の様子

写真２：薬局から服薬指導を行う様子
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トしています。２つ目としては、

オンライン診療ではなく、対面で

の診察等を希望される方が多いと

いう問題です。今まで、在宅診療

で基本的に月２回の訪問受診が、

月１回をオンラインで、月１回を

訪問でという形になります。患者

さんは、医師と直接会ってコミュ

ニケーションを取ることを楽しみ

にしており、安心感につながって

いる方も多いです。特区は、福岡

市内ですが田舎のため、人と直接

コミュニケーションを取ることを

ものすごく歓迎してくれる地域の

ため、訪問服薬指導が１回なくな

るとすごく寂しいとおっしゃいま

す。オンライン診療をすることで

費用負担が軽減されると言っても、

先生に来てほしいからということ

で、オンライン診療自体を断る方

が多くいます。医師の時間的な制

約により、訪問しきれないのであ

れば、月１回オンラインにしてフォ

ローしますと言ったら納得される

可能性はありますが、今はサービ

スが減ると捉えてしまう方がほと

んどです。月１回のみの在宅診療

にプラスしてオンライン診療を実

施するという形であれば、受け入

れやすくなるかもしれません。

３つ目が、ルール面の問題です。

実証実験中は、投薬している様子

を全て録画して保存するように行

政から指導を受けており負担に

なっています。また、遠隔服薬指

導をした際に、お薬手帳にだれが

シールを貼るのかという問題があ

ります。遠隔服薬指導に関しても

薬歴管理指導料の算定要件は同じ

ということなので、お薬手帳を必

ず利用するようにと言われていま

す。私たちは、在宅医療受診の患

者さんへの月２回の処方のうち１

度、患者さんを訪問した際に、お

薬手帳にシールが貼られているか

確認し、貼ってなかったら、予備

で持参したシールを貼っています。

このような対応は、在宅医療受診

の患者さんでなかったら難しいと

思います。お薬手帳の活用が無理

であれば、将来的には、アプリの

使用が認められるかもしれません

が、患者さんの IT リテラシーを考

えると、アプリを使うことも難し

いかと思います。

─今後の取り組み、オンライン診療・遠隔服薬指導の可能性

将来、日本の医療資源は間違い

なく不足していく中で、医療の質

とアクセスを維持するためにはオ

ンライン診療、遠隔服薬指導を普

及させていかなければならないと

思います。特に、大病院は率先し

てオンライン診療を積極的に活用

してもらいたいと思います。オン

ライン診療の裾野を広げることが、

遠隔服薬指導を普及させるために

必須となりますので、影響力のあ

る施設から積極的に取り組んでい

ただきたいです。もちろんメリッ

ト、デメリットがありますが、ま

ずはやってみることが大事です。実

証実験の結果は 12 月末で一旦とり

まとめて報告をすることになって

います。その結果も受けて、来年

４月に報酬改定やルールの改正が

される可能性があると聞いていま

す。将来的にはオンライン診療に

よる特定処方箋のみではなく、在宅

患者への臨時処方にも認められる

等の発展があれば、より在宅医療

も発展していくと考えています。行

政の方には、医療機関にとってイ

ンセンティブがある制度設計をし

ていただき、必要な患者さんに対

してオンライン診療・遠隔服薬指

導がスムーズに実施できるような

仕組みづくりをしていただきたい

と思います。

私のような、一薬剤師でも日本

の将来の医療資源の問題に対して

危機感を持っています。一人ひと

りが限りある資源をどう使ってい

くかというのを真剣に考える必要

があると思っています。その中で

私たちは、持続可能な医療を提供

する一翼を担っていきたいと思い

ます。

（取材／編集：山野�大喜、渡辺�浩樹）

［2018 年 10 月 17 日］
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